
 

 

 

人 事 院 会 議 議 事 録  

 

                                                              

会 議 日 

 令和６年１１月１４日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 伊藤人事官 土生人事官 

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （人材局） 

             澤田企画課長 

 

 議 題 

平成２３年人事院公示第１７号の一部改正 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「平成２３年人事院公示第１７号の一部改正」について、担当局から別添のと

おり説明があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 

 

 



 

院 議 資 料 

 

平成 23年人事院公示第 17号の一部改正について 

 

 令和６年１１月１４日 

人 材 局  

 

Ⅰ 改正理由・内容 

１ 総合職試験（院卒者試験）法務区分の実施時期変更に伴う改正【第１項第１号(4)】 

国家公務員採用総合職試験（院卒者試験）の法務区分については、これまで秋に実

施しており、春に実施する総合職試験の他の区分試験への申込みを例外的に認めてい

た。しかしながら、司法試験の実施時期の変更に伴い、春（総合職試験の他の区分試

験と同日）に実施することとしたため、法務区分について他の区分試験と重複して申

込みをすることができることとする規定を削除する。 

２ 合格者の発表方法に関する規定の改正【第２項第３号(2)】 

合格者の受験番号等の発表について、インターネットを利用し行っていることを踏

まえ、例示から掲示を削除することとする。 

３ 合格者への通知方法に関する規定の改正【第２項第３号(3)及び(4)】 

合格者に対する合格通知及び第２次試験等の受験に必要な事項の通知について、イ

ンターネットを利用し行う通知方法を規定することとする。 

４ その他所要の改正【第１項第１号(7)並びに第２項第１号(3)及び(4)】 

１～３のほか、所要の用語の整理を行う。 

 

Ⅱ 意見公募手続の結果 

今般の公示改正に当たり、Ⅰ１に関する事項について令和６年９月30日から10月29日

まで意見公募手続を実施したところ、意見の提出はなかったため、概要に沿って公示を

改正するものとする。 

 

Ⅲ 公布日・効力発生日 

公布日：令和６年11月25日 

効力発生日：令和６年12月１日 

 

以   上 



人事院公示第●号 

人事院は、人事院規則８―１８（採用試験）第２１条第１項及び第２５条の規

定に基づき、平成２３年人事院公示第１７号の一部改正に関し、次のとおり決定

した。 

令和６年１１月２５日 

人事院総裁 川 本 裕 子 

 

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改   正   後 改   正   前 

１ 採用試験の受験の申込み及び受験 

一 採用試験の受験の申込み 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 区分試験（規則第４条第３項

に規定する区分試験をいう。以

下同じ。）又は地域試験（規則

第５条第２項に規定する地域試

験をいう。以下この⑷において

同じ。）に区分して行われる採

用試験についての受験の申込み

は、一の区分試験又は一の地域

試験についてのみ行うことがで

きる。ただし、規則第３条第１

項第２号に掲げる採用試験の区

分試験のうち、教養の区分試験

及び教養の区分試験以外の一の

１ 採用試験の受験の申込み及び受験 

一 採用試験の受験の申込み 

⑴～⑶ （略） 

⑷ 区分試験（規則第４条第３項

に規定する区分試験をいう。以

下同じ。）又は地域試験（規則

第５条第２項に規定する地域試

験をいう。以下同じ。）に区分

して行われる採用試験について

の受験の申込みは、一の区分試

験又は一の地域試験についての

み行うことができる。ただし、

規則第３条第１項第１号に掲げ

る採用試験の区分試験のうち、

法務の区分試験（以下この⑷に

おいて「法務区分」という。）
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区分試験に受験の申込みを行う

場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

⑸・⑹ （略） 

及び法務区分以外の一の区分試

験に受験の申込みを行う場合、

規則第３条第１項第２号に掲げ

る採用試験の区分試験のうち、

教養の区分試験（以下この⑷に

おいて「教養区分」という。）

及び教養区分以外の一の区分試

験に受験の申込みを行う場合

は、この限りでない。 

⑸・⑹ （略） 

⑺ 採用試験を受けようとする者

は、情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第６条

第１項及び人事院規則１―３８

（人事院関係法令に基づく行政

手続等における情報通信技術の

活用）の規定の例により、受験

申込書の提出に代えて、同項に

規定する電子情報処理組織を使

用して受験の申込みを行うこと

ができる。この場合における当

該受験の申込みの試験機関への

到達については、同条第３項の

規定の例による。 

⑻・⑼ （略） 

⑺ 採用試験を受けようとする者

は、情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第６条

第１項及び人事院規則１―３８

（人事院関係法令に基づく行政

手続等における情報通信技術の

活用）の定めるところにより、

受験申込書の提出に代えて、同

項に規定する電子情報処理組織

を使用して受験の申込みを行う

ことができる。この場合におけ

る当該受験の申込みの試験機関

への到達については、同条第３

項の定めるところによる。 

⑻・⑼ （略） 



二 （略） 

２ 採用試験の施行 

一 受験の申込みの受理 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 試験機関は、受験の申込みが

不適法であって、補正すること

ができないと認めたとき及び

(2)の規定により補正を命じた

場合でその期間の末日までに補

正がなされなかったときは、当

該受験の申込みを却下するもの

とする。この場合には、受験申

込者に対し、その理由を示さな

ければならず、かつ、前項第１

号(7)の規定により受験申込書

の提出に代えて電子情報処理組

織を使用して受験の申込みを

行った場合を除き、当該受験申

込者が提出した受験申込書を返

還しなければならない。 

⑷ 試験機関は、受験の申込みを

受理したときは、受験申込者に

第１次試験の実施の日時、試験

場その他受験に必要な事項を記

載した受験票を発行するものと

する。 

二 （略） 

２ 採用試験の施行 

一 受験の申込みの受理 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 試験機関は、受験の申込みが

不適法であって、補正すること

ができないと認めたとき及び

(2)の規定により補正を命じた

場合でその期間の末日までに補

正がなされなかったときは、当

該受験の申込みを却下するもの

とする。この場合には、その理

由を付して、当該受験申込書を

受験申込者に返還しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

⑷ 試験機関は、受験の申込みを

受理したときは、受験申込者に

第１次試験の実施の日時、試験

場その他受験に必要な事項を記

載した受験票を交付するものと

する。 



⑸・⑹ （略）  

二 （略） 

三 合格者の決定 

⑴ （略） 

⑵ 試験機関は、合格者を決定し

たときは、その受験番号及び試

験地を、インターネットの利用

その他の適切な方法により発表

しなければならない。 

⑸・⑹ （略） 

二 （略） 

三 合格者の決定 

⑴ （略） 

⑵ 試験機関は、合格者を決定し

たときは、その受験番号及び試

験地を、試験機関の定める場所

における掲示、インターネット

の利用その他適切な方法により

発表しなければならない。 

⑶ 試験機関は、合格者を決定し

たときは、インターネットの利

用その他の適切な方法により合

格者である旨を本人に通知する

ものとする。 

⑶ 試験機関は、合格者を決定し

たときは、書面で合格者である

旨を本人に通知するものとす

る。ただし、第１次試験の合格

者の決定から第２次試験が実施

されるまでの期間又は第２次試

験の合格者の決定から第３次試

験が実施されるまでの期間が著

しく短い場合においては、書面

による通知に代えて、試験場に

おける掲示、口頭による通知そ

の他適切な方法により行うこと

ができる。 

⑷ 試験機関は、第１次試験の合

格者を決定したときは、当該合

格者に対し、第２次試験の実施

⑷ 試験機関は、第１次試験の合

格者を決定したときは、当該合

格者に対し、第２次試験の実施



の日時、試験場その他受験に必

要な事項をインターネットの利

用その他の適切な方法により通

知しなければならない。第３次

試験が実施される採用試験につ

いて第２次試験の合格者を決定

した場合においても、同様とす

る。 

３・４ （略） 

の日時、試験場その他受験に必

要な事項を通知しなければなら

ない。第３次試験が実施される

採用試験について第２次試験の

合格者を決定した場合において

も、同様とする。 

 

 

３・４ （略） 

２ この決定による改正は、令和６年１２月１日から効力を発生する。 


